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２ サルモネラ症発生農家における 
清浄化に向けた取組み 

県南家畜保健衛生所 

日高 裕介・吉野 文彦・川﨑 洋平 

 

                         

 

 管内酪農家においてサルモネラ症が発生し、

飼養者、地域の酪農家、酪農組合等が一体とな

って防疫対策に取り組むことで清浄化及びまん

延防止対策を進めているので、その概要を報告

する。 

 

１ 発生概要 

 発生農場は、搾乳牛 78 頭、乾乳牛 11 頭、育

成牛 11頭、子牛７頭の計 107頭を飼養する酪農

家で、搾乳牛はつなぎ牛舎、乾乳牛および育成

牛は１～２頭ずつパドックで管理していた。平

成 28 年５月 13 日から発熱や水様性下痢を呈す

る搾乳牛が散見され、18 日に発症牛の 1頭が死

亡、当家保に病性鑑定依頼があった。同日、農

場に立ち入りし、死亡牛と発症牛４頭の糞便に

ついて病性鑑定を実施。さらに 21日、発症牛４

頭のうちの 1 頭が死亡したため、この死亡牛に

ついても病性鑑定を実施した。農場見取り図は

図－１に示すとおりで、症状は搾乳牛にのみ認

められた。治療については、診療獣医師により

発症牛に対しオキシテトラサイクリンによる治

療が実施されていた。 

 

 

図－１ 農場見取り図
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２ 病性鑑定成績 

 死亡牛２頭について剖検を実施し、空回腸粘

膜の混濁および中程度充出血、腸間膜リンパ節

の腫大が共通して認められた。 

細菌検査においては、死亡牛１頭の脾臓およ

び肝臓、ならびに死亡牛を含む発症牛５頭の腸

内容からサルモネラ血清型 O4 : i : - が分離され

た。以上のことから、サルモネラ症と診断され

た。また、分離菌について薬剤感受性試験を実

施し、感受性を示したのは SM、KM、OTC、ABPC、

AMPC、ERFXであった。 

 

３ 対策 

（１）対策実施上の課題 

 清浄化に向けた取り組みについて飼養者、獣

医師と協議を進める中で、課題が出てきた。 

まず、早期に清浄化を図るため、当所からは

飼養牛全頭への抗生物質投与を提案したが、生

乳出荷停止および廃乳処理の問題から、飼養者

の同意が得られず、全頭投与が実施できなかっ

た。また、発生農家周辺には、同じ酪農組合の

農家が密集しており、同じ獣医師や集乳車両が

複数の農場に出入りするため、周辺農場へのま

ん延が危惧された。 

これらの課題をふまえて、飼養者、獣医師、

酪農組合と十分に協議し、発生農場での清浄化

に向けた対策と、地域でのまん延防止に向けた

取組みを実施した。 

（２）発生農場での清浄化に向けた対策 

１）施設内消毒の徹底 

発生農場での対策について、まず施設内の消

毒徹底について指導を行った。通路や器具機材

の清掃消毒を指導するとともに、発生以前から

設置してあった踏み込み消毒槽に加え、農場内
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の４箇所に消毒設備を増設し、施設内消毒の強

化を図った（図－２）。 

図－２ 増設した消毒設備
 

 

２）配置区分と作業動線の見直し 

 飼養牛の保菌状況を確認するため、全頭検査

を実施した。その結果、搾乳牛 104頭中 35頭に

保菌が確認され、乾乳牛、育成牛および子牛に

は認められなかった。 

この結果を受けて、保菌牛と非保菌牛の配置

を区分し、その間には牛を繋がない緩衝帯を設

けた。また、作業動線を見直し、保菌牛の管理

を最後に行い、作業の前後には必ず踏み込み消

毒を行うよう指導し、農場内での感染拡大防止

を図った（図－３）。 

図－３ 配置区分と作業動線見直し
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３）発症牛および乾乳予定牛への抗生物質投与 

 本事例では、抗生物質の全頭投与について飼

養者の同意が得られなかった。そこで、発症牛

への抗生物質投与と併せて、乾乳舎では保菌牛

が確認されなかったことから、抗生物質投与の

タイミングを乾乳舎への移動前に設定し、乾乳

舎への感染拡大を防止する対策を実施した。 

また、抗生物質投与後には糞便検査を行い、

サルモネラ分離陰性が確認された個体のみを乾

乳舎に移動させるようにし、陽性牛あるいは発

症牛の移動は制限した（図－４）。 

図－４ 抗生物質投与と移動の制限
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４）全頭への生菌製剤投与 

 生菌製剤による、サルモネラや大腸菌の増殖

抑制や有益な酵素の産出や内毒素の解毒等の効

果を見込み、全飼養牛に対し毎日生菌製剤を投

与した。 

５）生乳出荷時の対策について徹底指導 

 本事例では、生乳出荷を継続しながら治療を

行うため、生乳出荷時の対策について徹底した

指導を行った。特に、発症牛の生乳出荷はでき

ないこと、搾乳衛生を徹底すること、薬剤を投

与した場合には必ず治療履歴を記録し、薬剤の

残留がないよう休薬期間を厳守することについ

て、資料を作成して説明し、徹底した指導を行

った（図－５）。 

図－５ 生乳出荷に関する説明資料
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サルモネラ症発生時の生乳出荷について 

 

 

１ 食品衛生法上生乳を出荷できない場合（サルモネラ症関係） 

○サルモネラ症にかかっている。 

○またはその疑いがある。 

 

《参考》サルモネラ症の主な症状 

  ○一般症状の悪化 

  ○発熱 

  ○黄灰白色水様性の悪臭便、粘血便 

  ○脱水、可視粘膜の蒼白 

  ○著しい削痩、歩様蹌踉、規律不能 

  ○ときに肺炎 

  ○慢性例では関節の腫脹、神経症状を呈する場合がある。 

 

 

２ 生乳出荷時の留意点 

  ○健康異常の有無をよく確認する。症状を呈している牛の生乳

は出荷できません。 

  ○牛舎内には菌が存在することが想定され、健康異常がない牛

からの搾乳であっても、搾乳時には環境中の菌を生乳に混入

させる可能性はゼロではないため､衛生的な搾乳を徹底する。

  ○搾乳機器等を含め、施設の衛生に努める。 

  ○抗生物質等の医薬品を投与した場合は、必ず治療履歴を記録

し、生乳に医薬品の残留がないように休薬期間を厳守する。 
 

 

 

 

 

 

 
 

（３）地域でのまん延防止に向けた取組み 

１）地域説明会の開催 
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 地域一体で対策を講じるためには、組合員と

の情報共有が必要であるので、説明会を実施し

た。地域酪農家や獣医師、酪農組合等を参集し、

発生状況等の情報共有と注意喚起を目的とし、

的確な防疫対策の実施を呼びかけた。 

２）周辺農家への指導 

 説明会以降、特に周辺農家に対しては、全戸

巡回等において、農場出入り車両や人の消毒な

どの飼養衛生管理基準の遵守指導を行うことで、

自衛防疫強化を図った。 

３）酪農組合への指導 

 集乳車両の消毒徹底や、集乳ルートについて

発生農場を最後に回すよう変更するなどの指導

を行った。 

４）酪農ヘルパー組合員への指導 

 酪農ヘルパーの利用について、農場出入り時

や作業前後の消毒徹底を中心とした留意点を記

載したパンフレットを作成し、組合員へ説明す

るとともに、ヘルパーにもパンフレットを配布

した（図－６）。 

図－６ ヘルパー組合員への説明資料

酪農ヘルパー利用時の留意点 
 

○酪農ヘルパーは、ゆとりのある酪農経営を創出するための素晴らしい制度です。 

 

○家畜には様々な疾病があり、どの農場にも病原体が潜んでいる可能性があります。 

 

○各農場では農場固有の病原体に対して免疫機能が働き、飼養している牛に病原性を顕

さないことがあります。ただし、その病原体が他の農場に持ち込まれた場合には、免

疫を持たない牛が感染を受け、症状を出すことがあります。 

 

○ヘルパーさんは複数の農場に入りお仕事をされています。病原体の持ち込や持ち出し

をしないためにも、酪農家の皆さんはヘルパーさんと協力して衛生的な対応に努める

ことが必要です。 

 

■酪農家の皆さんが守ること 

 自分の牛は自分で守りましょう！ 

① 農場出入口には、消毒設備（動力噴霧器、ない場合は石灰帯など）を設置しましょ 
う。 

② ヘルパーさんが着用する作業服や長靴は、各農場で準備しましょう。作業服はその
都度必ず洗濯を、長靴は作業前後には消毒を徹底しましょう。 

③ 畜舎入口には、消毒薬を容れた噴霧器などを設置し、作業前後に自身もヘルパーさ
んも必ず手指の消毒を行いましょう。 

④ 長靴の消毒を行うため、消毒薬を容れた踏み込み消毒槽を設置しましょう。消毒液
が泥などで濁っていたらこまめに交換しましょう。 

⑤ 作業の指示は的確に行いましょう。特に健康異常の牛の作業は最後になるように指
示をすること。 

⑥ できれば作業終了後には、シャワーを浴びて帰宅してもらいましょう。 
 

■ヘルパーさんが守ること 

 ヘルパーさんは病原体の運び屋にならないよう細心の注意をはらいましょう！ 

① 農場に出入する際は、必ず出入り口の消毒設備で車両の消毒を行いましょう。 
② 畜舎に出入りする際は、衛生的な作業着、長靴を着用しましょう。特に長靴は作業
前後に消毒を徹底しましょう。 

③ 通勤に使用する自家用車の内部も家畜の糞などで汚染しないように努めましょう。 
④ 車内に消毒液を容れた噴霧器等を用意し、乗り降り時にフロアマットや手指の消毒
に努めましょう。 

  

酪農家の皆さんとヘルパーさんが互いに衛生対策を徹底し、信頼関係を保つことが 

素晴らしい酪農ヘルパー組織づくりにつながります。 

島原振興局農林水産部 

Ｈ２８.６月 

 
 

４ 対策実施中の発生農場の状況 

 発症牛に対して、当初は OTCによる治療が行

われていた。薬剤感受性試験の結果を受けて、

５月 25日から KMに変更したが、効果は顕著で

はなかった。その後、６月２日に ERFX に変更

した後は、発症後直ちに投薬した個体について

は、経過の長い個体を除き死亡することなく、

２～３日ほどの経過で回復が認められた。最終

的に、初発から症状の沈静化に至るまでに計 21

頭の搾乳牛が症状を呈し、うち６頭が死亡した

（図－７）。 
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図－７ 発生農場の状況
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５ 取組みの効果 

 発生農場において、６月 11日以降新たな発症

牛は認められず、飼養牛のサルモネラ保菌率は、

５月：34％（35/104）から 11月：１％（１/98）

に減少し（図－８）、特に乾乳舎および育成舎

においては一度も保菌牛が確認されておらず、

農場内での感染拡大を防止することができた。

また、発生当初、危惧されていた周辺農家への

まん延も認められなかった。 

図－８ 保菌率の推移

 
 

６ まとめ 

 今回、管内酪農家でサルモネラ血清型 O4 : i : -

による下痢症が発生した。搾乳牛が６頭死亡す

るなど甚大な被害が認められたが、清浄化に向

けた取組みを地域と一体となって行うことで、

農場の保菌率は徐々に低下しており、他農場へ

の感染拡大を防ぐことができた。 

 今回は抗生物質の全頭投与ではなく、発症牛

に限定した投与と生菌製剤の全頭投与を選択し

たが、酪農家での発生時は、生乳の出荷がある

ため衛生面と経営面を総合的に考慮した対策が
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必要である。本事例のように、生乳出荷を継続

しながら治療を行う場合には、より徹底した搾

乳衛生と薬剤残留防止対策が求められる。サル

モネラ症の清浄化には長期を要することから、

関係者と情報を共有しながら地域が一体となっ

た防疫対策を進める必要がある。 




